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令和７年栗山町議会定例会１２月臨時会議 会議録 

 

令和７年１２月２６日 午前１０時３０分開会 

 

１、出席議員は次のとおりである。 

     １番  齊 藤 義 崇 君 

２番  置 田 武 司 君 

３番  重 山 雅 世 君 

４番  大 櫛 則 俊 君 

５番  堀  文 彦 君 

     ６番  鈴 木 千 逸 君 

     ７番  佐 藤 則 男 君 

８番  斉 藤 隆 浩 君 

９番  端  師 孝 君 

    １０番  藤 本 光 行 君 

１１番  鵜 川 和 彦 君 

 

２、欠席議員は次のとおりである。 

 

３、本会議に出席従事した職員は次のとおりである。  

事 務 局 長   中 野 真 里 

事 務 局 主 査   武 田 憲 尚 

 

４、地方自治法第１２１条第１項の規定による説明員は次のとおりである。  

町 長  佐 々 木    学 君 

副 町 長  橋  場  謙  吾 君 

総務課長兼選挙管理委員会書記長  小  南  治  朗 君 

企 画 財 政 課 長  平  野  敬  太 君 

福 祉 課 長  高  田  宏  明 君 

上 下 水 道 課 長  花  田  勝  巳 君 

上下水道課主幹  高 野 瀬  大  和 君 

農 林 課 長  田  﨑    剛 君 

商 工 観 光 課 長  宮  本  孝  之 君 

商工観光課主幹兼商店街対策担当主幹   石  森  和  幸 君 

教 育 長  吉  田  政  和 君 

学 校 教 育 課 長  桑  島  克  典 君 
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５、本会議の付議事件は次のとおりである。  

会議録署名議員の指名 

議会運営委員会報告 

諸般の報告 

①  会務報告 

②  監査報告 

議案第４８号 令和７年度栗山町一般会計補正予算（第８号）  
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                       開会 午前１０時３０分 

 

 

◎開会の宣告 

〇議長（鵜川和彦君） 議員の出欠状況につきましては、事務局長報告のとおり  

定足数に達しておりますので、ただいまから令和７年栗山町議会定例会を再開し

１２月臨時会議を開会いたします。 

 

 

◎開議の宣告 

〇議長（鵜川和彦君） 今、開会議会の議会期間は本日１日といたします。  

直ちに本日の会議を開きます。 

 

 

◎会議録署名議員の指名 

〇議長（鵜川和彦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

本日の会議録署名議員には、６番鈴木議員、７番佐藤議員のご両名を指名いた

します。 

 

 

◎議会運営委員会報告 

〇議長（鵜川和彦君） 日程第２、議会運営委員会よりこのたびの臨時会議の運

営等に関する報告書がお手元に配布されておりますのでご覧いただきたいと存じ

ます。 

 

 

◎諸般の報告 

〇議長（鵜川和彦君） 日程第３、諸般の報告に入ります。 

会務報告につきましては、事務局長に報告させます。  

事務局長。 

〇事務局長（中野真里君） 本会議の議件は、議事日程のとおり、議案第４８号

令和７年度栗山町一般会計補正予算（第８号）であります。  

地方自治法第１２１条第１項の規定による説明員は、町長及び町長の委任を受

けた副町長、各課所長、並びに、教育委員会教育長及び同教育長の委任を受けた

課長、事務局長、農業委員会長の委任を受けた事務局長、監査委員、選挙管理委

員会委員長の委任を受けた書記長であります。  
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先の定例会議報告後の会務につきましては、別紙プリントのとおりであります。  

 

 

◎監査報告 

〇議長（鵜川和彦君） 次に監査報告をいたします。 

例月出納検査の報告ですが、お手元に配付の写しのとおりでありますので、ご

覧いただきたいと存じます。 

 

 

◎議案第４８号 

〇議長（鵜川和彦君） 日程第４、議案第４８号 令和７年度栗山町一般会計補

正予算（第８号）を議題に供します。  

提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

〔町長 佐々木 学君登壇〕 

○町長（佐々木 学君） 議案第４８号 令和７年度栗山町一般会計補正予算（第

８号）の提案理由をご説明申し上げます。  

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ  ３億３，２６５万１，０００円を追加

し、歳入歳出の総額をそれぞれ１１３億７，３４４万７，０００円とするものであ

ります。 

補正の内容は、２款総務費におきまして、国の総合経済対策であります物価高騰

対応重 点 支 援 地 方 創 生 臨 時 交 付 金 事 業 等 に 係 る 補 正 で あ り ま す 。  

事項別明細につきましては、副町長より説明いたしますので、よろしくご審議く

ださいますようお願いいたします。  

〇議長（鵜川和彦君） 副町長。 

〔副町長 橋場謙吾君登壇〕 

〇副町長（橋場謙吾君） それでは、事項別明細についてご説明申し上げます。  

 ４ページをご覧ください。  

まず、歳出でありますが、２款１項１目２４節積立金の１，２８７万９，０００円

の補正は、後ほど歳入１１款でご説明いたします、普通交付税のうち、令和８年度及

び令和９年度の臨時財政対策債の償還見合分として交付された額を、当該年度の償還

財源とすべく、減債基金へ積立てるものであります。  

 ２５目重点支援地方創生対策費の３億１，９７７万２，０００円の補正は、国が実

施する強い経済を実現する総合経済対策として、長引く物価高騰の影響を受けている

町民及び事業者に対し、その影響を緩和することを目的に、新たに９つの対策事業を

講じるものであります。これらの事業につきましては、国庫補助金であります物価高

騰対応重点支援地方創生臨時交付金並びに子育て応援手当支給事業費及び事務費補助
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金を活用するものでありますが、補正の内容につきましては、議案第４８号資料一般

会計歳出２款１項２５目補正概要により、それぞれ事業別にご説明させていただきま

す。  

資料の１ページをご覧ください。まず、ナンバー１のくりやま地域応援電子マネー

発行事業でありますが、令和８年１月１日時点で住民登録のある町民を対象に、町内

小売店が発行する電子マネーを一人当たり１万円分交付するもので、補正額は、１節

報酬で、会計年度任用職員報酬６０万７，０００円の追加、３節職員手当等で、時間

外手当７１万８，０００円の追加、１０節需用費で、窓あき封筒等の印刷製本費３６

万２，０００円の追加、事業案内用リーフレットの印刷製本費６万３，０００円の追

加、１１節役務費で、郵便料１９１万４，０００円の追加、くりやま地域応援電子マ

ネー発行事務取扱手数料１１６万６，０００円、１８節負担金補助及び交付金で、く

りやま地域応援電子マネー発行事業補助金１億６００万円の合わせて１億１，０８３

万円であります。なお、この電子マネーに関しましては、くりやまネイポジポカード

電子マネー、また、公募による町内小売店が取り扱う電子マネー、さらに、くりやま

ネイポジポカード会発行のプリペイドギフトカードを想定しているところであります。  

次に、ナンバー２のくりやまプレミアム付電子商品券発行事業でありますが、町民

の日常生活を支援するとともに、地域経済循環を後押しすることを目的に、くりやま

ネイポジポカード会による３０％のプレミアム付電子商品券１万円分５，０００セッ

トの発行を支援するもので、補正額は、１１節役務費で、くりやまプレミアム付電子

商品券発行事務取扱手数料８２万５，０００円、１８節負担金補助及び交付金で、く

りやまプレミアム付電子商品券発行事業補助金１，５００万円の合わせて１，５８２

万５，０００円であります。 

次に、ナンバー３の学校給食費無償化事業でありますが、小中学生のいる子育て家

庭の経済的負担を軽減するため、令和７年度の３学期分の学校給食費を無償化するも

ので、補正額は、１９節扶助費で、児童生徒給食費助成６５２万４，０００円であり

ます。  

次に、ナンバー４の水道基本料金減免事業でありますが、町民及び町内事業者を対

象に、令和８年４月から令和９年３月までの１年間の水道基本料金の減免を行うもの

で、補正額は、１８節負担金補助及び交付金で、水道事業会計負担金３，７１０万円

であります。  

資料の２ページをご覧ください。次に、ナンバー５の福祉施設等緊急対策支援事業

でありますが、各種福祉施設及び医療機関に対し、その施設形態や定員、食事提供の

有無に応じた支援金を支給するもので、補正額は、１８節負担金補助及び交付金で、

福祉施設等緊急対策支援事業補助金１，４４０万円であります。  

次に、ナンバー６の農業物価高騰対策支援事業でありますが、認定農業者及び農業

法人並びに販売農家に対して、その農業経営面積に応じた支援金を支給するもので、
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補正額は、１８節負担金補助及び交付金で、農業物価高騰対策支援事業補助金５，１

６０万円であります。 

次に、ナンバー７の飼料価格高騰対策支援事業でありますが、畜産経営を行う農業

経営体及び法人に対して、その飼養頭数に応じた支援金を支給するもので、補正額は、

１８節負担金補助及び交付金で、飼料価格高騰対策支援事業補助金４１０万円であり

ます。  

資料の３ページをご覧ください。次に、ナンバー８の事業者等エネルギー価格高騰

対策支援事業でありますが、町内各事業者を対象に、その事業形態に応じた支援金を

支給するもので、補正額は、１１節役務費で、郵便料８万８，０００円の追加、１８

節負担金補助及び交付金で、事業者等エネルギー価格高騰対策支援事業補助金５，２

５０万円の合わせて５，２５８万８，０００円であります。  

最後に、ナンバー９の子育て応援手当支給事業でありますが、令和７年９月３０日

時点における児童手当受給者等に対し、こども一人当たり２万円の給付金を支給する

もので、補正額は、３節職員手当等で、時間外手当２０万円の追加、１０節需用費で、

事業用消耗品４万８，０００円の追加、窓あき封筒の印刷製本費４万４，０００円の

追加、１１節役務費で、郵便料１７万６，０００円の追加、口座振込手数料９万７，

０００円の追加、１２節委託料で、子育て応援手当支給システム構築１３２万円、１

９節扶助費で、子育て応援手当２，４９２万円の合わせて２，６８０万５，０００円

であります。 

以上、２５目重点支援地方創生対策費に係る補正内容の説明といたします。  

議案に戻りまして、３ページをご覧ください。次に、歳入でありますが、１１款１

項１目１節普通交付税の１億５，３６２万８，０００円の補正は、国税収入の決算等

に伴い、再算定分として追加交付されたもので、主な内訳といたしましては、今般の

経済対策や物価高騰への対応に係る臨時経済対策費として１億６５６万１，０００円、

本年度人事院勧告への対応に係る給与改定費として３，１５７万３，０００円、令和

８年度及び令和９年度における臨時財政対策債償還費の基金積立への対応に係る臨時

財政対策債償還基金費として１，２８７万９，０００円などとなっております。  

 １５款２項１目１節総務管理費補助金の２億１，４６９万４，０００円の補正は、

歳出２款でご説明いたしました、重点支援地方創生対策事業に係る物価高騰対応重点

支援地方創生臨時交付金であります。  

 ２目２節児童福祉費補助金の２，６８０万５，０００円の補正は、同じく歳出２款

でご説明いたしました重点支援地方創生対策事業のうち、子育て応援手当支給事業に

係る子育て応援手当支給事業費及び事務費補助金であります。  

 １９款１項１目１節財政調整基金繰入金の６，２４７万６，０００円の補正は、今

回の補正予算の財源調整として減額するものであります。  

以上で事項別明細の説明を終わりますので、よろしくご審議くださいますようお願
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いいたします。  

〇議長（鵜川和彦君） 提案理由の説明が終わりましたので、ただいまから質疑に

入ります。質疑ありませんか。 

 ６番、鈴木議員。 

〇６番（鈴木千逸君） ただいま説明頂きました、栗山地域応援電子マネー発行事

業それから、栗山プレミアム付電子商品券発行事業、この２点につきまして、いろ

んな手続あるんですが、実際に町民の方々が使える時期はいつぐらいになるのか、

そこのところの御説明をお願いいたします。  

〇議長（鵜川和彦君） 商工観光課長。 

〇商工観光課長（宮本孝之君） 鈴木議員の質問にお答えさせていただきます。  

１点目の地域電子マネーですけども、現在、使えるお店の選定を１月中に決定い

たしまして、町民への交付を３月の中旬から下旬を予定しております。  

また２点目のプレミアム商品券商品券の販売につきましては、現在、ポジポのカ

ード会のほうで協議をしておりますけども、これはできるだけ早い時期に実施した

い旨、報告を受けておりますので、２月３月４月には、町民の方に販売を開始でき

るように準備のほうしていただくようお願いをしてまいります。  

○議長（鵜川和彦君） ほかにございますか。 

 齊藤義崇議員。 

○１番（齊藤義崇君） ３ページで、歳入で説明は少しあったんですけども、考え

方と経過についてもう少し詳しく説明が必要かなと思いますので尋ねます。  

１９款の繰入れの財政調整基金の資金の調整についてでございます。資金の調整

は当然必要な行為だと思いますけども、地方交付税のところで説明があったとおり、

今回の地方交付税がおりてきた原資というのは、当然ですけども、こういう様々な

ものに使ってくださいねということで、おりてまいります。そうすると財政調整基

金というのはフリーハンドではございませんけども、当年の繰入金を減免するとい

うことは、当然資金調整をしたということになりますので、名前のとおり、財政の

調整に使ったとなるんですけども、その内訳幾つか説明ありました。例えば、減債

基金に用いていいよということであれば、減債基金に町のボリュームで用いる。財

政調整基金は、当然中でいろんな議論があって、今回の交付税の１億５，３６２万

８，０００円というものに対しての考え方だと思うので、考え方を示していただき

たいなと思います。 

理由としては、国庫支出金も一緒に入ってきてますので、見ようによっては財政

調整基金のほうに全体の予算がこういうふうに、それも僕はいいとは思うんですけ

ど、権限として行うことがいいと思うんですけど、その経過と理由について、もう

少し詳しくお尋ねします。 

〇議長（鵜川和彦君） 答弁に入ります。 
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企画財政課長。 

〇企画財政課長（平野敬太君） 齊藤議員の議案書３ページの歳入１９款の繰入金

の関係でございます。 

前段、今回普通交付税の再算定ということで、提案理由の中でも御説明がありま

したように、今回の、地方公共団体で必要となる物価高騰対策、またあわせて今回

は人事院勧告の給与改定も含めて、大きく３項目ほどの基準財政需要額に新たに費

用が追加されたという内容になっております。  

まず一つ目については、説明も前段ございましたが、臨時経済対策費、こちらの

ほうで１億６５６万１，０００円。この部分については、今回の経済対策、さらに

自治体が既に負担をしている、こういった委託経費ですとか、需用費、こういった

ものの高騰対策ということでそこの見合い分という意味合いでの交付ということで、

本町では、１億程度の交付がなされたところでございます。併せて、給与改定費に

ついては、前段申したとおり、人事院勧告のこれから職員の給与改定等が予定もご

ざいますが、そこに充てる経費という意味合いでございます。さらには、臨時財政

対策債の償還基金費、これは令和８年度９年度の償還分ということで、今回１，２

００万円ほどそれぞれ頂いているところでございます。  

先ほどの今回の基金のほうで財調のほうで、６，２００万円ほど減額と、当初２

億９０００万円ほどの当初予算で繰入れをさせていただいたんですが、今回頂いた

交付税を当然全てではございませんが、基本的には国庫の重点支援交付金のほうで

は、全額この事業に充てたことさらには足りない部分、不足する部分の一般財源に

ついて、今ほど申し上げました臨時経済対策費、おおむね７，８００万ほどになり

ますけども、１億のうちこちらのほうを充てさせていただいたということになりま

す。 

この財調の部分に関しましてはそれ以外役場のほうで既に負担をしてるという部

分で試算をしてございまして、まず一つは指定管理料の人件費ですとかそれから物

価高騰の電気料、燃料費、こちらの見合い分で、おおむね３，０００万円程度の試

算、さらに役場が管理しております公共施設、こちらの燃料費でも４００万円ほど

ということで、おおむね４，０００万円弱が、既に栗山町としては物価高騰対応と

いうことで負担をしている金額ということで見込んでいるところなんですが、そち

らのほうが本来積立てという部分、金額全額ではございませんが、こちらは一般財

源として整理をさせていただいた上でさらに、全体の今回財源調整ということで、

その分の見合いについては今回の繰入金のほうで、全体を調整させていただいたと

いう中身になってございます。 

〇議長（鵜川和彦君） ほかにございますか。 

 大櫛議員。 

〇４番（大櫛則俊君） １点になると思うんですけれども、４ページの２款１項２
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５目１８節の中の水道会計事業費、３，７１０万円ですね。 

これの使い道なんですけども、先ほども全協で基本料金全面免除しますよという

形で、１年間続くという形になるんですけれども、これ、町民の方々が１番困って

るのは、基本料金が高くて困ってるわけじゃなくて、例えば子育て世代だとか、水

道の多く使う家庭の料金に対してやっぱり高いっていうことで、使用料のほうを下

げるっていう考えがなぜなかったかなということなんです。私が言いたいことは。

それで基本料で計算してみると１番、基本料金の中で、３７６円から上は５万３，

７００なにがしっていう形になるんですけども、町民目線で考えたときに、５万な

にがしっていうことはまずあり得ないと思うんです。口径のサイズですから、大体

一般家庭で１３、２０、２５まであるのかちょっと、認識不足ですけども、そこら

辺の人例えば大ざっぱな計算として、１３ミリの口径の人がほとんどだよという計

算をした場合に、３７６円掛ける６５００世帯ということであれば事業の数字的に

いけば２３０万ぐらい。大ざっぱな計算になるんですよ。  

この事業自体が３，７１０万円事業費として上げてるのに、これ大ざっぱな計算

で申し訳ないんですけども２３０万しか使ってないんじゃないかっていう話には、

一概にはならないかもしれないけれども、同じ３，７１０万円を使うんであれば、

例えば１％でも２％でも使用料金のほうを下げるっていう形にはなぜならなかった

かっていうことを、答弁願います。 

〇議長（鵜川和彦君） 答弁に入ります。 

 上下水道課主幹。 

〇上下水道課主幹（高野瀬大和君） ただいまの大櫛議員の質問に対する御答弁を

させていただきます。 

まず、基本料金の減免という前提で、先ほど口径の件数、若干ありましたちょっ

と御説明をさせていただきます全体で約６，５００件あります。そのうち１３ミリ

の口径については、５，９００件ほどで、ほとんどは、やはり１３ミリという形に

なってございます。 

その中で、基本料金は全ての口径全件を積算しましたら、３６００万円ほどの１

年間の料金だということでその分を今回は減免をさせていただきたいということで

御提案申し上げてると。 

なぜ、使用料部分ではなくて、基本料金なのかというところなんですけれども、

やはりこちらのほう部分、今回の経済対策の部分でいきますと、物価高騰で影響を

受けてる方に、基本的には町としては、平等に行き渡るように減免をさせていただ

きたい。もちろん口径の差で金額っていうのは差はあるんですが、使用料を含める

と使用料かかってない。使用してない部分ですね、そういった方もいらっしゃると、

全く減免の措置を受けてない世帯も出てきてしまうということもあるものですから、

あくまで、物価高騰、今でいうと食料品の支援だとかいろんな中身があるんですが、
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まず、効果が１番出やすい水道料金を基本ベースとして下げさせていただいて、浮

いた分で家計の中でいろいろ工面していただく、そういった考え方もあるもんです

から、各世帯平等に行き渡るように、基本料金のほうの減免を考えたという形とな

ってございます。 

〇議長（鵜川和彦君） ほかにございますか。 

 端議員。 

〇９番（端師孝君） １点、質問をさせていただきます。  

資料の事業、１番と２番、くりやま地域応援電子マネー発行事業と、くりやまプ

レミアム付電子商品券発行事業についてですが、町民からしては、結構似ているよ

うな使い道というか、イメージするものだと思うのですが、先ほどの説明ではちょ

っと分かりにくいかなと思います。交付する仕方のもう少し詳しいのと、実際町民

がそれを買い求めて、受け取った後のイメージとして、どういうふうなイメージな

のかっていうのをもうちょっと説明をしていただきたいです。 

〇議長（鵜川和彦君） 答弁願います。 

 商工観光課長。 

〇商工観光課長（宮本孝之君） 端議員の質問に答えさせていただきます。  

まず１点目のくりやま地域電子マネーの事業スキームについて、簡単に説明させ

ていただきますけども、今回議会の議決を頂いた後に、栗山町内で、食料品を扱っ

ている小売店のほうに、電子マネーを取り扱ってるところに公募をかけさせていた

だきます。その後、１月の中旬から下旬に提出頂いたお店のほうをまず決定した後

に、１万５００人の町民の方々に、各世帯ごとに申請案内を行い、その申請案内の

中で、どの電子マネーを選んで頂くかっていう申請の案内をさせていただきます。

その申請の案内を２月の下旬には発送準備していきたいと思っておりますけども、

３月の中旬に各町民の方々から随時申請を受けまして、町のほうで使用可能な電子

マネーを発行している事業所のほうに、電子データをお送りして、自動的にそのカ

ードのほうに１万円分の電子マネーを付与してということを今、予定しております。  

これにつきましては今回、食料品等の物価高騰による食料品等への影響というこ

とで、ポジポができたばかりではありますけども、そのほかに、栗山町内の大型店

舗も、電子マネーの利用も可能なところがございますので、そちらのほうにも、一

緒に参画していただいて、より、今回の物価高騰に町民の方々も対応できるという

ことで、このスキームを考えさせていただきました。  

それと２点目のプレミアム商品券のほうですけども、これポジポのほうに特化さ

せていただきました。１人当たり３０％のプレミアムつきで１万円を、２セット、

１人２万円が限度ですけども、それを５，０００セット用意させていただいており

ます。カード会からのほうの要望要請も受けまして、町としても、このポジポのほ

うに、現在、１１月に全町民に発行させていただきましたけども、まだまだ登録の
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ほうが半分までいってないということもありますので、こういう機会に、本登録の

ほうもしていただいて、より地元の商店街を含めた、小売店も、商店街のほうで使

っていただきたいということで、今回プレミアム商品券のほう発行させていただい

てます。 

これはあくまでも、購入を希望する方のみしか対象となりませんので、栗山市街

地だけではなく、南部地区、継立方面ですね、南部地区角田地区も含めて、今カー

ド会のほうでは、一定の昼間と夜と、販売の時間も区切って、より多くの方にきち

っと販売できるように、検討していただいておりますので、あくまでもプレミアム

商品券は、自ら購入したい方、電子マネーの１万円については、今回の国の交付金

で、ぜひこの期間に利用していただきたいということで、交付する形になっており

ますので、御理解頂ければなと思っております。  

〇議長（鵜川和彦君） ９番、端議員。 

〇９番（端師孝君） 町としては、全町民に満足していただけるように、事業を二

つに分けたり、選択肢を設けているというのは町民のためを思ってることかなと思

うんですけども。それを聞いて、やっぱりスピード感を持って、混乱だとか、コス

トとかのことを考えると、前回２，０００ポイントをポジポとして、送ったってい

うことのように、申請とかを挟まずに、町民に配ることが１番、早くに町民の手元

に届いてなおかつ消費につなげてくれるものだと考えるんですけどそういった考え

にどうしてならなかったのか、１点聞かせてください。  

〇議長（鵜川和彦君） 答弁願います。 

 商工観光課長。 

〇商工観光課長（宮本孝之君） 重ねての端議員の御質問ですけども、ポジポがせ

っかくできたのに、ポジポに、前回のように一斉配布しないのかということかと思

いますけども、今回ポジポを一択ということも、実際に内部でも相当議論させてい

ただきました。初めからポジポ以外のお店を入れてっていう考えはありません。ま

ず、ポジポ一択も含めて検討した後に、今回、食料品の物価高騰に対するっていう

ことで、国からの交付金の特別加算もございましたので、ポジポについては、多く

の店、小売店の食料品が買えるお店がまだ参画ができていませんので、あわせて参

画できるように、ポジポのカード会としても、大型店、コンビニ等への働きかけを

行っておりますけども、今回の時期にはまだ、ちょっと間に合わないということも

ありましたので、電子マネーという形で、今回非常に町民の方には、１手間という

か、選択という行為、実際に申請書に書いていただくという行為が非常に混乱を招

くことは、確かに端議員のおっしゃるとおりかと思ってます。できるだけここは地

域の説明と、出張してその地域での出前の受付登録、そういうことを行いながら、

申請を受けなければ、こちらのほうも電子マネーも交付できませんので、その辺し

っかり連携とって、町内会長さんも含めて、地域の連携を頂いて、できるだけ早く、
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この金額を町民のほうに配布していきたいなと考えておりますので、端議員も一緒

に、御協力頂ければ非常に幸いですよろしくお願いいたします。  

〇議長（鵜川和彦君） ９番、端議員。 

〇９番（端師孝君） １点質問ですけども、１、くりやま地域応援電子マネー発行

事業、今想定されているほかのポジポ以外の小売店の場合、申請をすれば、その額

面を付与することができるというような説明があったと思うんですけれども、仕組

み、システム的にそういうのは、可能だったっていうのは、もうほかの小売店と協

議して、確定しているということなんでしょうか。  

〇議長（鵜川和彦君） 答弁に入ります。 

商工観光課長。 

〇商工観光課長（宮本孝之君） 先ほど説明させていただいたとおり、事業のスキ

ームについては、現在町内で電子マネーを取り扱ってる小売店のほうに、全てでは

ありませんけども大型店のほうには、話しかけをさせていただきました。その中で、

私たちとしてはすごく好意的な印象を受けている企業もございます。ただ当然会社

ですので、手数料の話であったり、どれだけのリンクがかかってしまうですとか、

手間が実際にかかっていきますので、その辺もきっちり会社内で議論をしていただ

いて、１月に公募をかける際に、多くのお店も参画していただきたいなと思ってお

ります。現在、店舗の数で言いますと、ポジポのカード会を含めて、３店舗、もし

くは、４店舗ほど来ていただけるのではないかなと思っておりますので、できるだ

け私たちのほうも、準備をしていきたいなと思っております。  

〇議長（鵜川和彦君） ほかにございますか。 

 ８番、斉藤議員。 

〇８番（斉藤隆浩君） ３点質疑させていただきます。 

まず１点目。私も、端議員と同じできれば、ネイポジポカード１択にして、町内

還流も図りながら、また加盟店を増やしていくというこれカードも町民全員に配ら

れてますので、やればいいかなと思うんですけれども食料品買う場所が少ないとい

うことで、他の大型店舗にも行くということなんですけれども、この大型店舗、具

体的にどういった、電子マネーのカードを想定されているのか、例えばＷＡＯＮで

あったりとか、具体的にどういったものが想定されるのか、これ町民、ほかにどこ

で使えるのかなっていうのを気にしてると思いますので、もしある程度固まってる

ところがあったら教えて欲しかったのが１点。  

それと、この電子マネー発行事業の中で、職員の時間外手当が入ってるんですよ

ね。もう既に、時間外の作業ありきで、この事務作業をされていくのがちょっとど

うかなと時間内で本当はやるべきじゃないかなと思うんですけれども、これ、今こ

れから年末年始入ったりとか、休日も増えていく中で、できれば、町長、副町長、

時間外の予算を割いてるけれども、時間内でやってくれよというふうに、効率的に
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業務を行っていくようにしていくべきじゃないかなと思うんですけれども、その点

についてお答え頂きたかったのが２点目。  

３点目、プレミアム付電子商品券発行事業ということで、１万円に対して１万３，

０００円の商品、プレミアムがついて、５，０００口１人、２口までということで

今回、町民に販売されるわけなんですけれども、今回、皆さんにポジポカードが配

られてまして、当然そこには番号が付与されてるわけで、同じカードで、何回も買

うことにはならないと思うんですけれども、そこら辺の同じ人が何回もぐるぐる回

って、１人２口以上買わないようにする対策、具体的にどうとられているのか教え

てください。 

〇議長（鵜川和彦君） 答弁に入ります。 

 商工観光課長。 

〇商工観光課長（宮本孝之君） 斉藤隆浩議員の１点目の質問にまず答えさせてい

ただきます。 

地域電子マネーのポジポ一択になぜしないのかということも含めてだと思ってお

ります。先ほどの説明にもありましたように、食料品が買うところが非常に少ない

ということで町民からの声も頂いている経過がございましたので、今回、大型店の

ほうにも声かけさせていただいてます。大型店についてはまだ、ちょっとこの場で

企業名はと思いますけども、相談をしたところは、一つはＣｏＧＣａ、もう一つは、

ＷＡＯＮ、もう１か所はＥＺＯＣＡという形で、大型店舗のところに、お話をさせ

ていただいております。今日また別のところとも交渉入りますけども、実際に申請

するかどうかというのは、まだちょっと分からない点はありますけども、非常に好

意的に印象を受けております。 

３点目のプレミアム商品券の販売の１人、３口以上購入をしないためのルールと

いいますか、決まり的なものですけども今回、どうしても斉藤議員おっしゃるとお

り一つのカードでそのカードに付与しますと、２万円の二口付与しますと、３枚分

は、カード端末のほうで記録されてますので、３口以上は買えない制度、端末自体

で３口以上買えないようになってますので、以前、二重三重で例えば後ろに回って、

紙のときは、次の日また買いに来たりっていうこともあったかもしれませんけども、

今回については、１人１枚のカードで間違いなく二口までっていうのは、カード会

のほうでも徹底してできますので、そのように準備のほうを進めていただきます。  

〇議長（鵜川和彦君） 副町長。 

〇副町長（橋場謙吾君） 斉藤隆浩議員、２点目の今回のこの電子商品券の関係に

関わっての職員の時間外手当、負担の部分についての御質問を頂きました。  

御心配頂き大変ありがとうございます。ただ当然通常業務のほかに、今回こうい

う経済対策として、実施をするということで、必要予算のとして今現在見込まれる

ということで計上させていただきました。ただ今、いかにどういった早いスケジュ
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ールで、町民の皆さんにお渡しできるかということも含めて、どういった受付体制

が、望ましいかということも今あわせて検討しておりますので、どうしても部分的

な負担がかかるかもしれませんけども、可能な限り、そういった過度な、特定の職

員に対して、負担がかからないような、全体で協力できる部分については、そうい

った手法も検討しながら進めてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

〇議長（鵜川和彦君） ほかにございますか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

〇議長（鵜川和彦君） ないようですので、質疑を打ち切りたいと思いますが、ご

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（鵜川和彦君） それでは、質疑を打ち切ります。 

討論に入ります。ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（鵜川和彦君） ないようですので、討論を打ち切ります。  

お諮りいたします。議案第４８号 令和７年度栗山町一般会計予算（第８号）

について原案に賛成のみなさんの起立を求めます。  

〔賛成者起立〕 

〇議長（鵜川和彦君） 全員起立。 

よって、議案第４８号は原案どおり決定をいたしました。  

 

 

◎休会の宣告 

〇議長（鵜川和彦君） お諮りいたします。 

本定例会１２月臨時会議に付議された案件の審議をすべて終了しましたので、会

議規則第７条の規定により、令和７年定例会を休会したいと思いますが、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

〇議長（鵜川和彦君） ご異議なしと認めます。 

 令和７年定例会は、休会することに決定をいたしました。  

これをもちまして、散会といたします。  

 

散会 午前１１時１１分 
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